
改訂理由

7.その他　（1）情報化施工 7.その他　（1）情報化施工

10,000m3以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）による。 10,000m3以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）による。 諸基準類との
整合

　ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」は「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）　　　土工編」に読み替えるものとし、「ＴＳを 　ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」は「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）第2編　土工編」に読み替えるものとし、「ＴＳを

　を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川土工編）」及び「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工編）」は「ＴＳ等光波方式を用いた出 　を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川土工編）」及び「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工編）」は「ＴＳ等光波方式を用いた出

　来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」に読み替えるものとする。 　来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」に読み替えるものとする。

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番

３ ２ ７ ９ ２ ３ ２ ７ ９ ２

（スラリー撹拌工） （スラリー撹拌工）

（1）出来形管理基準及び規格値 （1）出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 編 章 節 条 枝番

３ ２ ７ ７ ３ ２ ７ ７

諸基準類との
整合

８ ８

３ ２ ７ ９ ２ 固結工
杭芯位置管理表により基準高を確認

３ ２ ７ ９ ２ 固結工
杭芯位置管理表により基準高を確認 諸基準類との

整合

（スラリー撹拌工） （スラリー撹拌工）

11 2 3 1 11 2 3 1
諸基準類との
整合

3 5 1 3 5 1
諸基準類との
整合

土

木

工

事

共

２.出来形管理 ２.出来形管理

地

盤

改

良

工

摘　　要測　　　定　　　箇　　　所測　　　定　　　基　　　準

ペ－パ－ドレ－ン工においては、「３次元計測技
術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による
測点の管理方法を用いることができる。

全本数

全本数
計器管理にかえることができる。

サンドコンパクションパイル工においては、「３次
元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の
規定による測点の管理方法を用いることができ
る。

100本に１箇所。
100本以下は２箇所測定。１ヶ所に４本測定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とす
る。

杭径 D 設計値以上

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値

設計値以上

測　　　定　　　基　　　準 測　　　定　　　箇　　　所工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値

打込長さ　 ｈ

サンドドレーン、
袋詰式サンドドレーン、
サンドコンパクションパ
イルの砂投入量

±100

基準高　▽ ０以上

改良長　 Ｌ

100本に１箇所。
100本以下は２箇所測定。１ヶ所に４本測定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とす
る。

杭径 D

打込長さ　 ｈ

土

木

工

事

共

通

編

一

般

施

工

地

盤

改

良

工

位置・間隔　ｗ位置・間隔　ｗ ±100

全本数
計器管理にかえることができる。

バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン工）

締固め改良工
（サンドコンパクションパイ
ル工）

｢３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案） 第８
編固結工（スラリー撹拌
工・バーチカルドレーン
工）編｣による管理の場合

基準高　▽ ０以上

位置

一

般

施

工

地

盤

改

良

工

設計値以上

改良長　 Ｌ

摘　　要

ほ

場

整

備

工

事

整

地

工

バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン工）

サンドドレーン、
袋詰式サンドドレーン、
サンドコンパクションパイルの
砂投入量

設計値以上

-

工事毎に１回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結果表によ
り確認
（残尺計測による確認は不要）

土

木

工

事

共

通

編

一

般

施

工
全本数

締固め改良工
（サンドコンパクションパイ
ル工）

± 　 50

10a当たり３点以上。
(標高測定する)

「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき
出来形管理を実施する場合は、同要領に規定
する計測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができる。

農

用

地

造

成

工

事

畑

面

工

基　準　高　 (V) ±  300 基準高については切土部を40ｍメッシュ地点で
測定する。 法勾配については40ｍメッシュ線と
切土法尻との交点で測定する。（測定間隔はお
おむね40ｍ）

設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結果表によ
り確認
（残尺計測による確認は不要）

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表

総則 総則

目次 目次

工　　　　　　種 頁 工　　　　　　種 頁

現行【R7.4】 改訂【R8.4】

固結工 固結工

準用する出来形管理基準

スラリー撹拌工
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第８編 (固結工(スラリー撹拌工)編」による管理の場合）

スラリー撹拌工
「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第８編 (固結工(スラリー撹拌工)・バーチカルドレ－ン工編」による管
理の場合）

頁 一

般

施

工

種別 準用する出来形管理基準 種別

一

般

施

工

地

盤

改

良

工

地

盤

改

良

工

設計値以上

-

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置管理表
により設計杭芯位置を施工した杭芯位置との距
離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

設計値以上

D/8以内

杭径 D

土

木

工

事

共

通

編

土

木

工

事

共

通

編

一

般

施

工

地

盤

改

良

工

位置 D/8以内

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置管理表
により設計杭芯位置を施工した杭芯位置との距
離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

｢３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案） 第８
編固結工（スラリー撹拌
工）編｣による管理の場合

杭径 D 設計値以上

工事毎に１回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

諸基準類との
整合

改良山成 基　準　高　 (V) ±  300 基準高については40ｍメッシュ地点で測定す
る。

　
切土部のみ対
象とする

農

業

農

村

整

備

編

1 基準高は基
盤面の高さとす
る。

2 均平度は表
土埋戻後に測
定する

農

業

農

村

整

備

編

ほ

場

整

備

工

事

整

地

工

農

用

地

造

成

工

事

畑

面

工

基盤造成
表土整地

基　準　高　 (V)

均　平　度  (◇)

±  150

± 　 50

10a当たり３点以上。
(標高測定する)

「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき
出来形管理を実施する場合は、同要領に規定
する計測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができる。

基盤造成
表土整地

基　準　高　 (V)

均　平　度  (◇)

±  150 1 基準高は基
盤面の高さとす
る。

2 均平度は基
盤整地後と表土
埋戻後に測定
する

改良山成

※余長は適用除外 ※余長は適用除外

 
田面 

基盤面 Ｖ 

 
田面 

基盤面 Ｖ 



改訂理由

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表
現行【R7.4】 改訂【R8.4】

12 ３
図面の表示箇所で測定

12 ３
図面の表示箇所で測定

８－１－８－４
諸基準類との
整合

ＩＣＴ

側壁工 側壁工 ８－１－８－６
諸基準類との
整合

ＩＣＴ

８－１－８－８
諸基準類との
整合

ＩＣＴ

13 5 24 2 13 5 24 2
誤記修正

4 4 誤記修正

3 3 誤記修正

組

立

魚

礁

組

立

工

魚

礁

工

１

　

２

魚

礁

沈

設

工

位置
ゾーン配置

ゾーン内

10箇所に１箇所以上測定

全基測定

ＧＮＳＳ及びＤ－ＧＮＳＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

魚礁沈設時に全基測定

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-2
参照ボルトの取付

観　察

締付強度測定

型枠搬入後適宜

ブロック外観

集中配置：
最高部許容範
囲

ゾーン配置、計画配
置：

　重ならないこと。

長さ・幅 〈特〉による。 音響測深器等により測定
集中配置、ゾーン配置は中心点から
８方位を測定計画
位置は、〈特〉による。

枝番

　重ならないこと。

音響測深器等により測定

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-1
参照

±5,000

集中配置：

一

般

施

工

　　+　規定しない

　　-　０

ゾーン配置、計画配
置：

10箇所に１箇所以上測定

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-2
参照

配置中心点：
±5,000

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

単

体

魚

礁

製

作

工

規　格　値
測　　　定　　　方　　　法 測　　　定　　　密　　　度

摘　　要
測　　　定　　　基　　　準

編 章 節 条

１

　

２

コンクリート部材組立

幅・高さ・長さ

ボルトの取付

組

立

魚

礁

組

立

工

位置
ゾーン配置

型枠取外し後全基測定

スチールテープ等により測定 型枠取外し後全基測定

観　察

観　察

型枠搬入後適宜

全　数

+20 ～ -10

+20 ～ -10

+20 ～ -10

±10

100

スチールテープ等により測定

位置
集中配置

（乱積配置）

集中配置、ゾーン配置は中心点から
８方位を測定計画
位置は、〈特〉による。

全基測定

編 章 節 条 枝番 工　　　　　　種 測　　定　　項　　目

沈設

位置
計画配置

（相対配置）

高さ

長さ・幅

魚

礁

沈

設

工

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

一

般

施

工

魚

礁

工

単

体

魚

礁

製

作

工 単体魚礁製作

幅

高さ

長さ

壁厚

対角線

形状型枠寸法

ブロック外観

±30

測　　　定　　　基　　　準

森

林

土

木

編

渓

間

工

事

幅   ｗ

-100

±30

基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で
測定。
厚さは、上下流の両端部及び中間点で測定。

－30

-30

-100

基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で
測定。
厚さは、上下流の両端部及び中間点で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法を用いること
ができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定により管理を行う場合は、堤長
の変化点で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法を用いること
ができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定により管理を行う場合は、堤長
の変化点で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法を用いること
ができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定により管理を行う場合は、堤長
の変化点で測定。

１．図面の寸法表示箇所を測定。
２．上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天
端高で各測点及びジョイント毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点
に直角な水平延長を測定。

幅   ｗ

厚さ　ｔ

延長　 L

－100

工　　　　　　種 測　　定　　項　　目 規　格　値

幅 ｗ1，ｗ2

長さ　L

±30

－30

-100

水叩工・底張り工
（底版及び基礎工）

基準高 ▽

基準高 ▽

森

林

土

木

編

渓

間

工

事

コンクリートダム本体工
（堰堤工・谷止工・床固工）
コンクリート副ダム工

幅 +20 ～ -10

±30
+30

観　察

沈設

コンクリートダム本体工
（堰堤工・谷止工・床固工）
コンクリート副ダム工

基準高　　▽
床堀高　　▼

１．図面の寸法表示箇所を測定。
２．上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天
端高で各測点及びジョイント毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点
に直角な水平延長を測定。

-100

-100

水叩工・底張り工
（底版及び基礎工）

基準高 ▽

延長　 L

±30

－100

-30

-100

　　天端部　W1,W3
　　堤　 幅　W2

-30

水通し幅　Ｌ5　Ｌ6
+100
-0

堤　　長　Ｌ1～Ｌ4

基準高 ▽

幅 ｗ1，ｗ2

長さ　L

幅

厚さ　ｔ

摘　　要
測　　　定　　　方　　　法 測　　　定　　　密　　　度

位置
計画配置

（相対配置）
±5,000 魚礁沈設時に全基測定

高さ

集中配置：

音響測深器等により測定
集中配置、ゾーン配置は中心点から
８方位を測定計画
位置は、〈特〉による。

基準高　　▽
床堀高　　▼

幅
　　天端部　W1,W3
　　堤　 幅　W2

水通し幅　Ｌ5　Ｌ6

堤　　長　Ｌ1～Ｌ4

±30
+30

-30

+100
-0

全　数

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-3
参照

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-1
参照

高さ

スチールテープ等により測定 型枠取外し後全基測定

位置
集中配置

（乱積配置）

配置中心点：
±5,000

ＧＮＳＳ及びＤ－ＧＮＳＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

魚礁沈設時に全基測定

コンクリート部材組立

幅・高さ・長さ
+10×部材連数
- 5×部材連数

スチールテープ等により測定

+20 ～ -10

長さ +20 ～ -10

壁厚 ±10

対角線 100 スチールテープ等により測定 型枠取外し後全基測定

形状型枠寸法 観　察

全　箇　所

〈特〉による。

　　+　規定しない

　　-　０

ＧＮＳＳ及びＤ－ＧＮＳＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

ＧＰＳ及びＤ－ＧＰＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

魚礁沈設時に全基測定

魚礁沈設時に全基測定

魚礁沈設時に全基測定

ゾーン内

全　箇　所

単体魚礁製作

+10×部材連数
- 5×部材連数

〈特〉による。

スチールテープ等により測定

観　察

締付強度測定

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-3
参照

〈特〉による。 音響測深器等により測定
集中配置、ゾーン配置は中心点から
８方位を測定計画
位置は、〈特〉による。

集中配置：
最高部許容範
囲

ＧＰＳ及びＤ－ＧＰＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

ＧＰＳ及びＤ－ＧＰＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

Ｌ1

Ｌ4Ｌ3 Ｌ5

Ｌ6

Ｌ2

▼

▼

▼

▽

▽

▽
Ｗ1

Ｗ3

Ｗ2

▽

▽

▼

Ｌ1

Ｌ4Ｌ3 Ｌ5

Ｌ6

Ｌ2

▼

▼

▼

▽

▽

▽

Ｗ1

Ｗ3

Ｗ2

▽

▽

▼



改訂理由

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表
現行【R7.4】 改訂【R8.4】

誤記修正

誤記修正

誤記修正

25 2 25 2 誤記修正

3 3 誤記修正

5 5 誤記修正

4 4 枝番の追加

新規追加

9 1 9 1

3.写真管理　

工　　　　　　種
写真管理項目

摘　　要
撮影項目 撮影・提出頻度[時期]

型枠形状寸法
（異形ブロック）

観　察

魚礁タイプは、
１３－５－２４魚
礁工を適用す
る。着

定

基

質

製

作

工

ブロック外観
（異形ブロック）

観　察 全　数

着

定

基

質

組

立

工

増
殖
場
工

着

定

基

質

製

作

工

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-
3(計画配置)参
照

４隅及び変化点。
但し、外面に囲礁がある場合は除く。

各３測線以上

増
殖
場
工

魚礁タイプは、
１３－５－２５魚
礁工事を適用
する。

±5,000

± 70 ㎝

+ 2 %   - 0

ＧＮＳＳ及びＤ－ＧＮＳＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

音響測深器等により測定

４

着

定

基

質

設

置

工

着定基質設置

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-
3(計画配置)参
照

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

一

般

施

工

化学系 （ＦＲＰ等）
部材組立

スチールテープ等により測定

観　察

３

土

木

工

事

共

通

編

２

一

般

施

工

４

基

礎

工

1 既製杭工
（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

７

地

盤

改

良

工

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込前後〕

ただし、（スラリー攪拌工）において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）第
8編 固結工（ｽﾗﾘ-撹拌工）・ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚ-ﾝ編」により出来形管理資料を提出する場合
は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。

2 既製杭工
（鋼管ソイルセメント杭）

偏心量
（鋼管杭・掘削心）

偏心量

根入長

数量

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込後〕

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込前〕

全数量　　〔打込後〕

１施工箇所に１回
　〔打込前〕

数量・杭径
（ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ柱径）

全数量
杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
　〔処理前、中、後〕

固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

位置・間隔杭径

石

材

投

入

工

着定基質製作

（特）による。

目視による観察

目視による観察

適　　宜

+ 30 ～ -10

+ 30 ～ -10

（特）による。

（特）による。

（特）による。

スチールテープ等により測定

スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定

観　察

カラーチェック

全基測定

〈特〉による。

3.写真管理　

章 節 条 枝番

根入長
（鋼管杭・ロッド）

型枠搬入後適宜

１施工箇所に１回
　〔処理前、中、後〕

音響測深器等により測定 各３測線以上

着定基質設置時に４隅及び変化点。

〈特〉による。

着定基質組立 魚礁タイプは、１３－５－２４－３ 組立魚礁組立工を適用する。

着

定

基

質

組

立

工

石材投入

１施工箇所に１回
　〔打込後〕

杭頭処理状況

ひずみ

有害な欠陥の
有無

位置
計画配置

（相対配置）

法線

長さ・幅

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-2
参照

幅・高さ・長さ

接続帯の取付け

（特）による。

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込後〕

深度

摘　　要 編
撮影項目 撮影・提出頻度[時期]

+ 30 ～ -10

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形26-1
参照

鋼製部材組立

幅

高さ

長さ

のど厚、脚長、溶接長

有害な欠陥の
有無

投入位置 ±5,000
ＧＮＳＳ及びＤ－ＧＮＳＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

４隅及び変化点。
但し、外面に囲礁がある場合は除く。

捨石マウンドタ
イプは、１３－５
－６－４　基礎
を適用する。
漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-4
参照

法線 ± 70 ㎝

長さ・幅 + 2 %   - 0

編 章 節 条 枝番 工　　　　　　種
写真管理項目

２

一

般

施

工

４

基

礎

工

既製杭工
（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

偏心量

根入長

数量

杭頭処理状況

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込後〕

１施工箇所に１回
　　　　　〔打込前〕

全数量　　〔打込後〕

１施工箇所に１回
　〔処理前、中、後〕

３

土

木

工

事

共

通

編

観　察

ブロック外観
（異形ブロック）

観　察

着定基質組立 魚礁タイプは、１３－５－２５－３ 組立魚礁組立工を適用する。

石材投入

投入位置

法線

長さ・幅

±5,000

± 70 ㎝

全　数

高さ + 30 ～ -10

石

材

投

入

工

型枠搬入後適宜

４

着

定

基

質

設

置

工

着定基質設置

位置
計画配置

（相対配置）
±5,000

ＧＰＳ及びＤ－ＧＰＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

着定基質設置時に４隅及び変化点。

法線 ± 70 ㎝

長さ・幅 + 2 %   - 0 音響測深器等により測定 〈特〉による。

着定基質製作

型枠形状寸法
（異形ブロック）

鋼製部材組立

長さ + 30 ～ -10

のど厚、脚長、溶接長 （特）による。 スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定 〈特〉による。

有害な欠陥の
有無

（特）による。

カラーチェック 〈特〉による。

幅 + 30 ～ -10

スチールテープ等により測定 全基測定

観　察

溶接部
非破壊試験

（特）による。

（特）による。 スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定

全　数

現場鋼材溶接

形状寸法
（のど厚､脚長､

溶接長等）

全基測定

接続終了後、全箇所

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形22-2
参照

溶接部
非破壊試験

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-2
参照

全　数

〈特〉による。

全　数

適　　宜

化学系 （ＦＲＰ等）
部材組立

幅・高さ・長さ （特）による。 スチールテープ等により測定 全基測定
漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形23-2
参照

接続帯の取付け （特）による。 観　察 接続終了後、全箇所

形状寸法
（のど厚､脚長､

溶接長等）
（特）による。 スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定 適　　宜

漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形27-1
参照

ひずみ 目視による観察 全　数

有害な欠陥の
有無

目視による観察 適　　宜

捨石マウンドタ
イプは、１３－５
－６－４　基礎
を適用する。
漁港漁場関係
工事共通仕様
書（水産庁漁港
漁場整備部整
備課編集）の様
式・出来形24-4
参照

７

地

盤

改

良

工

固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

深度 １施工箇所に１回
　　　　　〔打込前後〕

ただし、（スラリー攪拌工）において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）に
より出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略で
きる。

位置・間隔杭径 １施工箇所に１回
　　　　　〔打込後〕

+ 2 %   - 0

ＧＰＳ及びＤ－ＧＰＳ等により測定
（緯度経度公共座標）

音響測深器等により測定

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

一

般

施

工

現場鋼材溶接



改訂理由

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表
現行【R7.4】 改訂【R8.4】

13 5 25 ２ 13 5 25 ２
誤記修正

３ ３
誤記修正

４ ４
誤記修正

（1）品質管理基準及び規格値 （1）品質管理基準及び規格値

種別 種別

追記

内容の改訂

圧縮強度試験は、6測定値の平均値で評価
する。

JIS R 5201セメントの物理試験 追記

・荷卸し時または、工場出荷時に運搬車から採
取した試料
1回/日以上、または構造物の重要度と工事の規
模に応じて２０㎥～150㎥ごとに１回
なお、テストピースの採取は、1回につき6個（σ7
…3個、σ28･‥3個）とする。
・早強セメントを使用する場合には、必要に応じ
て１回につき３個（σ３）を追加で採取する。
原則としてσ28は公的試験機関で試験実施｡

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上。またレ
ディーミクストコンクリー卜工場　（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が50m3以上の場合
は、
50m3ごとに1回の試験を行う。(小規模工種)

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種と
する。(橋台、橋脚、杭類(現場打杭、井筒基
礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁
工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種)

（参考）
4-33頁「コンクリートの圧縮強度試験、スラン
プ試験、空気量測定の試験基準について」

公

必
須

単位水量測定

１　セメント・コ
ンクリート（転
圧コンクリート・
コンクリートダ
ム・覆工コンク
リート・吹付け
コンクリートを
除く）

材
料

そ
の
他

１　セメント・コ
ンクリート（転
圧コンクリート・
コンクリートダ
ム・覆工コンク
リート・吹付け
コンクリートを
除く）

材
料

工事開始前、工事中1回/月以上

施
工

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定
した呼び強度の85％以
上であること。
3回の試験結果の平均
値は、指定した呼び強
度以上であること。
　(1回の試験結果は、3
個の供試体の試験値
の平均値）

鉄筋コンクリートは打設日１日につき２回（午前・
午後）、その他のコンクリートは打設1日につき１
回以上行う。ただし、基礎コンクリート、練石積
（張）の胴込コンクリート等は、１工事当たり工事
規模に応じ１～３回程度とする。なお、テストピー
スは打設場所で採取し、1回につき6個（σ7…3
個、σ28･‥3個）とする。
原則としてσ28は公的試験機関で試験実施｡

適用
試験成績表等

による確認
試験
区分

試験項目
試験
区分

試験項目工種

JIS R 5210 （ポルトラン
ドセメント）
JIS R 5211 （高炉セメン
ト）
JIS R 5212 （シリカセメ
ント）
JIS R 5213 （フライアッ
シュセメント）
JIS R 5214 （エコセメン
ト）

○※

４.品質管理 ４.品質管理

試験方法 規　格　値 試験時期・頻度 適用

「レディミクスコンクリートの品
質確保について」

1）測定した単位水量
が、配合設計±
15Kg/m3の範囲にある
場合はそのまま施工し
てよい。
2）測定した単位水量
が、配合設計±
15Kg/m3を超え±
20Kg/m3の範囲にある
場合は、水量変動の原
因を調査し、生コン製
造者に改善を指示し、
その運搬車の生コンは
打設する。その後、配
合設計±15Kg/m3以
内で安定するまで、運
搬車３台毎に１回、単
位数量の測定を行う。
3）配合設計±
20Kg/m3の指示値を超
える場合は、生コンを
打込まずに、持ち帰ら
せ、水量変動の原因を
調査し、生コン製造業
者に改善を指示しなけ
ればならない。その後
の全運搬車の測定を行
い、配合設計±
20Kg/m3以内になるこ
とを確認する。更に、配
合設計±15Kg/m3以
内で安定するまで、運
搬車の3台毎に1回、単
位水量の測定を行う。
なお、管理値または指
示値を超える場合は1
回に限り試験を実施す
ることができる。再試験
を実施したい場合は2
回の測定結果のうち、
配合設計との差の絶対
値の小さい方で評価し
てよい。

100m3/日以上の場合
2回/日（午前1回、午後1回）、重要構造物の場
合は重要度に応じて100～150m3ごとに1回、及
び荷下し時に品質変化が認められたときとし、測
定回数は多い方を採用する。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の
最大寸法が20ｍｍ～25ｍｍの場合は
175Kg/m3、40ｍｍの場合は165Kg/m3を基
本とする。

試験時期・頻度
試験成績表等

による確認
試験方法 規　格　値工種

そ
の
他

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210 （ポルトラン
ドセメント）
JIS R 5211 （高炉セメン
ト）
JIS R 5212 （シリカセメ
ント）
JIS R 5213 （フライアッ
シュセメント）
JIS R 5214 （エコセメン
ト）

工事開始前、工事中1回/月以上

○※

編 章 節 条 枝番 工　　　　　　種
写真管理項目

摘　　要
撮影項目 撮影・提出頻度[時期]

第４編３－８－２本体工（ブロック式）ブロック製
作、運搬、仮置の関連事項（魚礁タイプは５－
２４－２ 単体魚礁製作工）を適用する。

着

定

基

質

組

立

工

着定基質組立 施工管理

品質管理

出来形管理

５-２４－３　組立魚礁組立工を適用する。

編 章 節 条 枝番 工　　　種 撮影区分 撮影項目
撮影箇所 撮影時期

注意事項及び説明
撮影基準

施工管理

品質管理

出来形管理

着

定

基

質

設

置

工

着定基質設置 施工管理

品質管理

出来形管理

５－２４－４ 沈設を適用する。

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

一

般

施

工

増

殖

場

工

着定基質製作 施工管理 第４編３－８－２本体工（ブロック式）ブロック製
作、運搬、仮置の関連事項（魚礁タイプは５－
２５－２ 単体魚礁製作工）を適用する。 着

定

基

質

製

作

工

着定基質製作

一

般

施

工

増

殖

場

工

着

定

基

質

製

作

工

品質管理

出来形管理

着定基質組立

（
漁

）
第

１

編

共

通

編

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定
した呼び強度の85％以
上であること。
3回の試験結果の平均
値は、指定した呼び強
度以上であること。
　(1回の試験結果は、3
個の供試体の試験値
の平均値）

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上。またレ
ディーミクストコンクリー卜工場　（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が50m3以上の場合
は、
50m3ごとに1回の試験を行う。(小規模工種)

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種と
する。(橋台、橋脚、杭類(現場打杭、井筒基
礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁
工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種)

（参考）
4-32頁「コンクリートの圧縮強度試験、スラン
プ試験、空気量測定の試験基準について」

公

施工管理 ５-２５－３　組立魚礁組立工を適用する。
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着定基質設置 施工管理 ５－２５－４ 沈設を適用する。
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改訂理由

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表
現行【R7.4】 改訂【R8.4】

誤記修正

誤記修正

追記

諸基準との整
合

諸基準との整
合

（8-2）公的試験機関での品質管理試験を義務付ける試験項目 （8-2）公的試験機関での品質管理試験を義務付ける試験項目

内容の改訂

必須(Ａ)または必須(Ｂ)のどちらかで管理する
Ａｓ混合物はマーシャル安定度試験基準値、
粒度範囲の規格に適合すること

必

須

（
B

）

粒度（2.36mmフルイ） 舗装調査・試験法便覧　[2]-
16

2.36mmふるい：基準粒
度の±12%以内

Ａｓ抽出試験、ふるい分け試験を１～２回／日行
う。

粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧　[2]-
16

75μmふるい：基準粒
度の±5%以内

原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工
方法や施工順序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所で
は鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は
30cm/1方向とする。
　（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工し
た毎にその20箇所から任意の1箇所を試験する
ことである。）

JIS Z 3104の1類から3
類であること

原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工
方法や施工順序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所で
は鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は
30cm/1方向とする。
　（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工し
た毎にその20箇所から任意の1箇所を試験する
ことである。）

鋼管杭・コンクリート杭・
H鋼杭の現場溶接
浸透探傷試験（溶剤除
去性染色浸透探傷試
験）

JIS Z 2343-1.2.3.4.5.6

JIS Z 3104

適用範囲の明
確化

○※

参考値:20N/mm2

必須(Ａ)または必須(Ｂ)のどちらかで管理する
Ａｓ混合物はマーシャル安定度試験基準値、
粒度範囲の規格に適合すること

○※

○※

○※

適用範囲の明
確化

適用範囲の明
確化

原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工
方法や施工順序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所で
は鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は
30cm/1方向とする。
　（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工し
た毎にその20箇所から任意の1箇所を試験する
ことである。）

粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧
[2]-16

アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧
 [4]-238

○※

110℃以上
※ただし、混合物の種
類によって敷均しが困
難な場合や、中温化技
術により施工性を改善
した混合物を使用する
場合、締固め効果の高
いローラを使用する場
合などは、所定の締固
め度が得られる範囲
で、適切な温度を設定

トラック１台毎。 測定値の記録は、１日4回（午前・午後各2
回）。

温度測定（初転圧前） 温度計による。 トラック１台毎。 温度計による。

設計図書による。
また、設計図書に記載
されていない場合は
60%～70%(中掘り杭工
法)、60%(プレボーリン
グ杭工法及び鋼管ソイ
ルセメント杭工法)とす
る。

試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、
継杭では20本にI回とし、採取本数は1回につき3
本とする。

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含む）・
コンクリー卜杭
　(根固め)
水セメント比

比重の測定による水セメント
比の推定

設計図書による。
また、設計図書に記載
されていない場合は
60%～70%(中掘り杭工
法)、60%(プレボーリン
グ杭工法及び鋼管ソイ
ルセメント杭工法)とす
る。

試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、
継杭では20本にI回とし、採取本数は1回につき3
本とする。

供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1
回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回に
つき3本とすることが多い。
なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方
法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体に
よって求めるものとする。

印字記録による品質判
定値
　（別途算定式による…
「舗装施工便覧」
　 平成18年2月 p263，
250～251参照）

印字記録データによる：全数
左記の規格値をはずれるものが５％以上の確率
で現れないこと
(または定期的にＡｓ抽出試験で印字と照合する)

原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工
方法や施工順序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所で
は鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は
30cm/1方向とする。
　（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工し
た毎にその20箇所から任意の1箇所を試験する
ことである。）

中掘り杭法等で、放射線透過試験が不可能
な場合は、放射線透過試験に替えて超音波
探傷試験とすることができる。

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含む）の
現場溶接
超音波探傷試験

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3
類であること

適用範囲の明
確化

適用範囲の明
確化

必
須

必
須

JIS A 5525 【円周溶接部の目違
い】
外径700㎜未満：許容
値2㎜以下
外径700㎜以上1016㎜
以下：許容値3㎜以下
外径1016㎜を超え
2000㎜以下：許容値4
㎜以下

・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐいの外周長
の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上ぐいと下ぐ
いの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以
下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：上ぐいと
下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×
π以下とする。

外観検査（鋼管杭（鋼
管ソイルセメント杭の鋼
管を含む））

JIS A 5525 【円周溶接部の目違
い】
外径700㎜未満：許容
値2㎜以下
外径700㎜以上1016㎜
以下：許容値3㎜以下
外径1016㎜を超え
2000㎜以下：許容値4
㎜以下

・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐいの外周長の
差で表し、その差を2㎜×π以下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上ぐいと下ぐ
いの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以
下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：上ぐいと
下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×
π以下とする。

適用範囲の明
確化

適用範囲の明
確化

目視 目視により使用上有害
な欠陥（鋼管杭は変形
など、コンクリート杭は
ひぴ割れや損傷など）
がないこと。

設計図書による。

○

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含む）・
H鋼杭の現場溶接
放射線透過試験

測定値の記録は、１日4回（午前・午後各2
回）。

割れ及び有害な欠陥
がないこと。

JIS Z 2343-1.2.3.4.5.6 割れ及び有害な欠陥
がないこと。

原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等から全数量の実
施が困難な場合は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることができる。なお、全
溶接箇所の10％以上は、JISZ2343-1.2.3.4.5.6
により定められた認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含む）・
コンクリート杭・H鋼杭の
現場溶接
浸透探傷試験（溶剤除
去性染色浸透探傷試
験）

鋼管杭の現場溶接
超音波探傷試験

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3
類であること

必須(Ａ)または必須(Ｂ)のどちらかで管理する
Ａｓ混合物はマーシャル安定度試験基準値、
粒度範囲の規格に適合すること

○※

○※

舗
装
現
場

必

須

舗
装
現
場

必

須

温度測定（初転圧前）

外観検査（鋼管杭）

材
料

必
須

外観検査（鋼管杭（鋼
管ソイルセメント杭の鋼
管を含む）・コンクリート
杭・H鋼杭）

７　既製杭工 外観検査（鋼管杭・コン
クリート杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害
な欠陥（鋼管杭は変形
など、コンクリート杭は
ひぴ割れや損傷など）
がないこと。

設計図書による。

○

材
料

必
須

７　既製杭工

施
工

そ
の
他

舗装再生便覧 -0.7cm以内 1,000m2毎

プ
ラ
ン
ト

中掘り杭法等で、放射線透過試験が不可能
な場合は、放射線透過試験に替えて超音波
探傷試験とすることができる。

原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等から全数量の実
施が困難な場合は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることができる。なお、全
溶接箇所の10％以上は、JISZ2343-1.2.3.4.5.6
により定められた認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

15　アスファル
ト舗装

必

須

（
A

）

粒度（2.36mmフルイ）

粒度（75μmフルイ）

アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧
[2]-16

舗装調査・試験法便覧
[2]-16

舗装調査・試験法便覧
 [4]-238

鋼管杭・コンクリー卜杭
　(根固め)
水セメント比

比重の測定による水セメント
比の推定

鋼管杭・コンクリート杭
　(根固め)
セメントミルクの圧縮強
度試験

そ
の
他

施
工

必

須

（
B

）

粒度（2.36mmフルイ）

粒度（75μmフルイ）

アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧　[2]-
16

舗装調査・試験法便覧　[2]-
16

舗装調査・試験法便覧　[4]-
238

2.36mmふるい：基準粒
度の±12%以内

75μmふるい：基準粒
度の±5%以内

アスファルト量：±0.9%
以内

当初及び材料の変化時

プ
ラ
ン
ト

必

須

（
A

）

粒度（2.36mmフルイ） 舗装調査・試験法便覧
[2]-16

印字記録による品質判
定値
　（別途算定式による…
「舗装施工便覧」
　 平成18年2月 p263，
250～251参照）

印字記録データによる：全数
左記の規格値をはずれるものが５％以上の確率
で現れないこと
(または定期的にＡｓ抽出試験で印字と照合する)

Ａｓ抽出試験、ふるい分け試験を１～２回／日行
う。 必須(Ａ)または必須(Ｂ)のどちらかで管理する

Ａｓ混合物はマーシャル安定度試験基準値、
粒度範囲の規格に適合すること

○※

○※

○※

15　アスファル
ト舗装

110℃以上

３５　路上表層
再生工

施
工

必
須

かきほぐし深さ 舗装再生便覧
付録－８に準じる。

-0.7cm以内 1,000m2毎 ３５　路上表層
再生工

施
工

○※

アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧　[4]-
318

アスファルト量：±0.9%
以内 ○※

３４　路上再生
路盤工

必
須

材
料

土の粒度試験 JIS A 1204 舗装再生便覧参照
表-3.2.8路上再生路盤
用素骨材の望ましい粒
度範囲による

必
須

かきほぐし深さ

当初及び材料の変化時 ３４　路上再生
路盤工

材
料

必
須

土の粒度試験 JIS A 1204 舗装再生便覧参照
表-3.2.9路上で破砕し
た路盤再生骨材の目
標粒度範囲による

セメントミルク工法に用いる根
固め液及びくい周固定液の
圧縮強度試験
JIS A 1108

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1
回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回に
つき3本とすることが多い。
なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方
法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体に
よって求めるものとする。

参考値:20N/mm2 鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭の鋼管を含む）・
コンクリート杭
　(根固め)
セメントミルクの圧縮強
度試験

セメントミルク工法に用いる根
固め液及びくい周固定液の
圧縮強度試験
JIS A 1108

設計図書による。

鋼管杭・H鋼杭の現場
溶接
放射線透過試験

JIS Z 3104 JIS Z 3104の1類から3
類であること

試験項目 試験基準

４.品質管理 ４.品質管理

適用ﾍﾟｰｼﾞ 適用ﾍﾟｰｼﾞ工種 種別
試験
区分

試験項目 試験基準

セ メ ン ト
コ ン ク リ － ト

施工 必須 コンクリ－トの圧縮強度試験

'σ28の強度試験
1回/日以上、または構造物の重要度と工事の規模に応じて２０㎥～150㎥ごとに１回

4-8
セ メ ン ト
コ ン ク リ － ト

施工 必須 コンクリ－トの圧縮強度試験

σ28の強度試験
　鉄筋コンクリートは打設日１日につき２回（午前・午後）
　無筋コンクリートは打設日１日につき１回
　ただし、基礎コンクリート、練石積（張）の胴込コンクリート等は、１工事当たり工事規模に応じ１～３回程度

4-8

工種 種別
試験
区分



改訂理由

大分県　土木工事の施工管理基準及び規格値　新旧対照表
現行【R7.4】 改訂【R8.4】

（10）コンクリートの圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定　の試験基準について （10）コンクリートの圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定　の試験基準について

内容の改訂

４.品質管理 ４.品質管理


